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令和４年門審第２９号 

裁    決 

漁船Ａ乗揚事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官田之上輝美出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年４月２８日２３時１０分 

 長崎県比田勝港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ 

  総 ト ン 数 １４.０９トン 

  登 録 長 １１.９８メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関 

   漁船法馬力数 ９０ 
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３ 事実の経過 

  Ａは、昭和５７年９月に進水し、船体中央部にある２段ブリッジ構

造の操舵室内の下段にレーダー及びＧＰＳプロッターを装備した、は

えなわ式あなごかご漁業に従事するＦＲＰ製漁船で、ａ受審人ほか１

人が乗り組み、操業の目的で、船首０.８メートル船尾１.８メートル

の喫水をもって、令和３年４月２８日１０時００分比田勝港を発し、

長崎県対馬の上対馬北西方沖合の漁場に向かった。 

  ａ受審人は、１２時００分漁場に到着して操業を開始し、２１時 

３０分操業を終えて漁場を発進して帰途に就き、２２時５９分僅か前

尉殿埼灯台から０４８度（真方位、以下同じ。）１.１３海里の地点

で、針路を２４０度に定め、７.０ノットの速力（対地速力、以下同

じ。）で、操舵室中央部の操縦席の前側に立って２段ブリッジの上段

から上半身を出し、遠隔操縦のコントローラーで手動操舵により進行

した。 

  ところで、ａ受審人は、平素、夜間に比田勝港へ入航するときには、

２段ブリッジの上段から上半身を出して前方を見ながら操船するので、

レーダーやＧＰＳプロッターの画面を見てからすぐに外を見ると、暗

順応が出来ずに周囲が見え難くなるので、レーダーを休止して専ら目

視のみで航行することにしていたうえ、沖防波堤の簡易標識灯の灯光

を目安に同港内に接近すると、沖防波堤の手前に設置されている定置

網に乗り入れる危険があることから、尉殿埼灯台の灯光を左舷船首方

に見ながら同港内に接近し、同灯台北方に設置されている定置網の簡

易標識灯の灯光（以下「転針目印」という。）を転針目標として同灯

光が右舷側を航過したら港内に向けて右転していた。 

ａ受審人は、転針目印を見付けようと航行していたところ、２３時

０７分半尉殿埼灯台から３５３度４６０メートルの地点に達したとき、
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正船首５４０メートルのところに存在する牛ノ首鼻北側の浅所に向首

する状況となったが、右舷船首方に視認した漁具の浮子に取り付けら

れた簡易標識灯の灯光を、転針目印と誤認し、視認している灯光が右

舷正横を航過したら比田勝港内に向けて右転すればよいものと思い、

かがみ込んで操舵室下段のＧＰＳプロッターの表示を確認するなど、

船位の確認を十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。 

ａ受審人は、比田勝港内に向けて右転する時機を見計らって続航す

るうちに、２３時１０分尉殿埼灯台から２９０度５６０メートルの地

点において、Ａは、原針路及び原速力のまま、同港内の牛ノ首鼻北側

の浅所に乗り揚げた。 

当時、天候は晴れで風力１の北東風が吹き、潮候は下げ潮の初期に

当たり、視界は良好であった。 

乗揚の結果、船底に破口等を生じ、後に廃船処理された。 

   

 （原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は、夜間、比田勝港において、入航する際、船位の確認が不

十分で、牛ノ首鼻北側の浅所に向首進行したことによって発生したもの

である。 

 ａ受審人は、夜間、比田勝港において、同港内の係留場所に向けて入

航する場合、転針目印を見誤ることのないよう、かがみ込んで操舵室下

段のＧＰＳプロッターの表示を確認するなど、船位の確認を十分に行う

べき注意義務があった。しかしながら、同人は、右舷船首方に視認した

漁具の浮子に取り付けられた簡易標識灯の灯光を、転針目印と誤認し、

視認している灯光が右舷正横を航過したら比田勝港内に向けて右転すれ

ばよいものと思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失によ

り、同港内の牛ノ首鼻北側の浅所に向かって進行していることに気付か



- 4 -

ずに同浅所に乗り揚げる事態を招き、船体に損傷を生じさせて廃船とさ

せるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年２月２１日 

     門司地方海難審判所 

審 判 官  桒  原  和  栄 


